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豊明市友好自治体議会議員合同研修

　（於：上松町）

　１１月５日６日の両日、友好自治体の豊明市から
近藤議長、議会議員の皆様、及び小浮市長、議会
事務局の皆様に上松町を訪問していただきました。
初日は役場にて庁舎をご覧いただき、豊明市の
「市民との意見交換会」や全国に先駆けて制定した
「余暇時間のスマートフォン使用時間１日２時間以
内目安」条例などについて意見交換会が行われま
した。２日目は再開発が進む寝覚の床周辺や赤沢
自然休養林の御杣始祭会場跡地を視察していただ
き、友好自治体としての交流を深めることができ
ました。
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　12　12月月9日〜12月12日9日〜12月12日

▶ 11 月臨時会 … Ｐ１5
▶令和７年度補正予算 … Ｐ１6
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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　

日
頃
よ
り
、住
民
の
皆
さ
ま
方
に
は
、

議
会
活
動
に
ご
理
解
ご
協
力
い
た
だ

き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
上
松
町

で
は
大
き
な
災
害
や
事
故
の
な
い
良
い

年
と
な
り
ま
し
た
。

　

特
に
伊
勢
神
宮
の
御
杣
始
祭
か
ら
御

神
木
祭
で
は
、
初
日
の
御
杣
始
祭
に
冷

た
い
雨
に
降
ら
れ
ま
し
た
が
、
御
神
木

祭
に
な
る
と
温
か
く
穏
や
か
な
日
が
続

き
無
事
に
御
神
木
を
送
り
出
し
て
あ
げ

る
事
が
出
来
ま
し
た
。
国
内
外
か
ら
た

く
さ
ん
の
方
々
が
、
お
木
曳
に
参
加
し

て
く
だ
さ
り
、
多
く
の
関
係
者
の
お
か

げ
で
つ
つ
が
な
く
お
祭
り
が
で
き
ま
し

た
事
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

国
に
お
い
て
は
、全
国
各
地
で
地
震
・

火
災
・
豪
雨
・
鳥
獣
（
特
に
熊
）
の
被

害
が
発
生
し
ま
し
た
。
被
災
さ
れ
た
皆

様
に
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
る
と
と
も

に
、
犠
牲
と
な
っ
た
皆
様
に
心
よ
り
ご

冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
で
初
め
て
の
女
性
総
理

大
臣
が
誕
生
し
、
時
代
の
流
れ
を
感
じ

ま
す
。
第
百
四
代
内
閣
総
理
大
臣
、
高

市
早
苗
氏
の
今
後
の
政
策
と
少
数
与
党

と
い
う
難
関
を
ど
う
や
っ
て
の
り
こ
え

て
行
く
か
、
期
待
と
不
安
が
入
り
交
じ

る
思
い
は
、
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

　

今
年
は
村
田
町
長
が
就
任
し
て
か
ら

二
年
目
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
上

松
町
の
将
来
を
考
え
実
行
に
移
し
て
い

た
だ
く
よ
う
に
、
政
策
提
案
を
す
る
議

論
を
交
わ
し
、
住
民
が
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
町
づ
く
り
を
議
員
一
丸
と
な
っ
て

進
め
て
い
き
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　

来
年
は
上
松
町
議
会
議
員
の
選
挙
が

あ
り
ま
す
。

　

議
員
の
な
り
手
不
足
が
問
題
と
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
多
く
の
皆
さ
ん
の
挑

戦
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

結
び
に
、上
松
町
の
益
々
の
発
展
と
、

町
民
の
皆
様
方
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を

祈
念
申
し
あ
げ
ま
し
て
新
年
の
ご
挨
拶

と
い
た
し
ま
す
。

議
長
よ
り
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

　
上
松
町
議
会
議
長
　
永
井
　
嘉
男

（
本
文
は
問
答
も
含
め
質
問
者
の
執
筆
に
よ
る
も
の
で
す
。）

一
　
般
　
質
　
問

「きそバス」の運行状況を伺う。特に南部幹線
答 利便性の高い地域公共交通を作る努力をする
村上眞章　議員

Ｑ　

十
月
よ
り
新
た
な
編
成
で

「
き
そ
バ
ス
」
の
運
行
が
始
ま
っ

た
が
、
運
行
状
況
は
如
何
か
。　

Ａ
　
南
部
幹
線
十
月
の
利
用
者
は
、

木
曽
福
島
方
面
上
り
千
六
百
八
十

九
人
下
り
坂
下
方
面
千
五
百
二
十

六
人
、
合
計
三
千
二
百
十
五
人
で
、

乗
車
率
は
前
年
よ
り
増
え
て
い
る
。

年
齢
別
、
利
用
目
的
の
調
査
は

今
後
時
期
を
み
て
実
施
し
た
い
。

Ｑ　
高
齢
者
、
障
が
い
者
に
配
慮

し
た
バ
ス
が
使
わ
れ
て
い
る
か
。

Ａ
　
現
在
、
全
体
で
十
六
台
の

バ
ス
で
運
行
し
て
い
る
。
ノ
ン
ス

テ
ッ
プ
バ
ス
は
三
台
で
年
度
内
に

も
う
一
台
配
備
、
令
和
八
年
度
二

台
増
車
で
徐
々
に
増
や
す
計
画
を

し
て
い
る
。
坂
下
系
統
、
上
松
系

統
は
三
台
配
備
、
そ
の
内
一
台
は

低
床
車
輌
を
使
用
し
て
い
る
。

Ｑ　
運
行
早
々
に
高
齢
者
が
バ
ス

の
ス
テ
ッ
プ
で
足
を
滑
ら
せ
転
倒

し
怪
我
を
し
た
。
こ
の
件
を
役
場

は
把
握
し
て
い
る
か
。

Ａ
　
承
知
し
て
い
る
。
足
を
踏
み

外
し
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
倒
れ
て

し
ま
っ
た
。
現
場
検
証
を
し
、
運

転
手
に
過
失
は
な
か
っ
た
が
、
バ

ス
の
ス
テ
ッ
プ
に
補
助
具
を
付
け

る
手
配
を
し
た
。

Ｑ　

バ
ス
停
の
場
所
、
時
刻
表
、

料
金
は
ど
の
様
に
決
定
し
た
か
。

Ａ
　
木
曽
地
域
公
共
交
通
活
性
化

協
議
会
に
よ
り
各
町
村
の
要
望
に

沿
っ
て
協
議
し
決
定
し
た
。

Ｑ　
最
寄
り
の
バ
ス
停
ま
で
が
遠

す
ぎ
る
。
ま
た
、
路
線
が
別
ル
ー

ト
で
バ
ス
が
来
な
い
ダ
イ
ヤ
が
あ

る
。
バ
ス
停
ま
で
の
足
の
確
保
が

必
要
に
な
る
の
で
考
え
て
ほ
し
い
。

バ
ス
の
増
便
は
で
き
な
い
か
。

Ａ
　
相
談
が
あ
れ
ば
デ
マ
ン
ド
タ

ク
シ
ー
の
紹
介
等
を
す
る
。　

Ｑ　
Ｊ
Ｒ
特
急
、
高
速
バ
ス
と
の

接
続
は
考
慮
し
た
か
。

Ａ
　
Ｊ
Ｒ
の
接
続
に
ス
ム
ー
ズ
で

な
い
部
分
が
あ
る
が
、
Ｊ
Ｒ
の
ダ

イ
ヤ
改
正
に
合
わ
せ
て
見
直
す
。

Ｑ　
料
金
を
一
律
二
百
円
に
で
き

な
い
か
。

Ａ
　
意
見
と
し
て
承
り
、
協
議
会

の
協
議
の
場
に
意
見
と
し
て
出
す
。

Ｑ　
運
航
路
線
と
バ
ス
停
の
設
定
。

Ａ
　
狭
い
道
路
、
危
険
個
所
も
あ

る
が
利
用
者
が
い
る
た
め
の
設
定
。

Ｑ　
道
に
よ
り
待
合
所
が
少
な
い
。

Ａ
　
利
用
状
況
を
見
な
が
ら
順
次

整
備
を
検
討
す
る
。

Ｑ　
運
行
事
業
者
へ
の
補
助
は
。

Ａ
　
運
転
手
確
保
の
た
め
の
処
遇

改
善
や
車
輌
購
入
等
に
町
村
の
負

担
金
で
対
応
す
る
。

Ｑ　
今
後
の
方
向
性
は
。

Ａ
　
制
度
を
有
効
に
活
用
し
改
善

を
図
り
、
利
便
性
の
高
い
地
域
公

共
交
通
の
実
現
に
努
力
し
た
い
。

広
報
あ
げ
ま
つ

議
会
だ
よ
り
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（
本
文
は
問
答
も
含
め
質
問
者
の
執
筆
に
よ
る
も
の
で
す
。）

一
　
般
　
質
　
問

町民向けに熊対策学習会を開催しないか
答 熊に遭遇した時の対応を学ぶ機会は有意義だ
鈴木紀夫　議員

Ｑ　
今
年
は
熊
に
よ
る
人
的
被
害

が
多
く
、
災
害
で
あ
る
と
ま
で
言

わ
れ
て
い
る
。
当
町
で
の
ツ
キ
ノ

ワ
グ
マ
の
駆
除
頭
数
と
学
習
放
獣

は
何
頭
か
。

Ａ
　
二
十
六
頭
捕
獲
し
て
内
五
頭

は
錯
誤
捕
獲
で
放
獣
し
た
の
で
駆

除
数
は
二
十
一
頭
。
学
習
放
獣（
捕

獲
し
て
唐
辛
子
ス
プ
レ
ー
な
ど
を

嗅
が
せ
て
放
す
事
）は
０
件
だ
っ
た
。

Ｑ　
当
町
で
行
っ
て
い
る
熊
被
害

防
止
対
策
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

Ａ
　
熊
に
限
ら
ず
有
害
鳥
獣
が
里

に
出
て
こ
な
い
よ
う
に
、
緩
衝
帯
、

防
護
柵
設
置
の
補
助
、
放
任
果
樹

の
除
去
、
猟
友
会
の
講
習
会
の
補

助
を
し
て
い
る
。

　

有
害
鳥
獣
の
駆
除
員
と
し
て
猟

友
会
の
銃
の
資
格
を
持
っ
た
方
を

一
名
、
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し

て
雇
用
し
て
い
る
。

Ｑ　
九
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
緊

急
銃
猟
制
度
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
。

Ａ
　
熊
に
よ
る
被
害
が
多
く
急
遽

出
来
た
も
の
で
、
市
町
村
の
判
断

で
町
中
で
も
猟
銃
を
使
っ
て
駆
除

が
出
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

条
件
と
し
て
、
人
の
生
活
範
囲

内
に
熊
が
侵
入
し
た
、
緊
急
性
が

高
い
、
銃
以
外
で
は
捕
獲
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
、
地
域
住
民
に

被
弾
の
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
な
ど

が
あ
る
。

Ｑ　
緊
急
銃
猟
制
度
に
関
わ
る
方

は
猟
友
会
の
方
か
会
計
年
度
任
用

職
員
な
の
か
。

Ａ
　
長
野
県
と
し
て
ツ
キ
ノ
ワ
グ

マ
対
策
あ
り
方
検
討
会
を
立
ち
上

げ
て
統
一
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策

定
し
、
市
町
村
と
警
察
が
協
議
を

し
て
駆
除
の
方
法
を
検
討
し
て
い

る
。

Ｑ　
以
前
は
当
町
で
も
職
員
で
猟

銃
の
免
許
を
持
ち
、
銃
を
扱
っ
て

い
た
方
が
居
た
が
今
は
居
な
い
と

聞
く
。
ガ
バ
メ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
と

し
て
復
活
し
な
い
か
。

Ａ
　
県
内
で
起
き
た
猟
銃
の
事
件

後
に
家
族
の
反
対
で
免
許
を
返
納

し
た
。
強
制
は
出
来
な
い
の
で
、

長
年
経
験
を
積
ん
で
熊
や
銃
の
知

識
が
あ
る
方
を
雇
用
す
る
方
が
現

実
的
だ
と
思
う
。

Ｑ　
町
民
も
自
分
の
身
は
自
分
で

守
る
た
め
に
、
町
民
に
向
け
て
熊

対
策
学
習
会
開
催
を
提
案
す
る
。

Ａ
　
今
年
才
児
で
南
部
森
林
組
合

職
員
が
熊
の
被
害
に
遭
っ
た
。
組

合
で
は
県
に
協
力
依
頼
を
行
い
、

学
習
会
を
行
っ
た
。
熊
に
遭
遇
し

た
と
き
の
注
意
点
や
対
応
策
、
取

る
べ
き
行
動
な
ど
知
識
を
得
る
こ

と
は
大
変
有
意
義
だ
と
思
う
の
で

住
民
が
学
ぶ
機
会
を
設
け
て
い
き

た
い
。

今後の教育、学校の在り方をどう考えるか
答 義務教育の趣旨を最優先し住民参画で検討
水澤まどか　議員

Ｑ　
上
松
町
こ
ど
も
計
画
の
策
定

背
景
に
は
、
不
登
校
児
童
生
徒
の

増
加
が
示
さ
れ
て
い
る
。
国
や
県

の
調
査
で
も
同
様
に
、
子
ど
も
た

ち
が
様
々
な
悩
み
を
抱
え
て
い
る

実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

当
町
の
こ
れ
ま
で
の
取
組
を
ふ
ま

え
、
今
後
の
教
育
や
支
援
に
つ
い

て
伺
う
。

Ａ
　
小
中
学
校
で
は
学
校
運
営
計

画
に
基
づ
き
、
人
権
教
育
や
福
祉

教
育
、
体
験
活
動
を
継
続
し
て
い

る
。
い
じ
め
不
登
校
対
策
委
員
会

や
校
内
就
学
支
援
委
員
会
を
設
け
、

組
織
的
に
対
応
し
て
い
る
。
ア
ン

ケ
ー
ト
や
日
々
の
健
康
観
察
を
通

じ
、
子
ど
も
の
小
さ
な
変
化
を
見

逃
さ
な
い
体
制
を
と
り
、
ス
ク
ー

ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
ス
ク
ー
ル

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
町
保
健

師
、
医
療
機
関
等
と
連
携
し
、
多

面
的
な
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

Ｑ　
子
ど
も
第
三
の
居
場
所
事
業

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
と

今
後
の
方
針
を
伺
う
。

Ａ
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
へ
の
委
託
に
よ

り
、
生
活
習
慣
の
形
成
、
学
習
支

援
、
相
談
支
援
、
食
事
提
供
な
ど

包
括
的
な
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

Ｂ
＆
Ｇ
財
団
助
成
終
了
後
は
、
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
を
活

用
し
、
事
業
の
継
続
を
図
る
考
え
。

引
き
続
き
支
援
が
必
要
な
子
ど
も

や
家
庭
を
丁
寧
に
把
握
し
、
必
要

な
支
援
に
つ
な
げ
て
い
く
。

Ｑ　
こ
ど
も
計
画
策
定
に
参
加
し

た
子
ど
も
た
ち
の
意
見
は
ど
の
よ

う
に
反
映
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
に

ど
う
伝
え
ら
れ
て
い
く
の
か
。

Ａ
　
子
ど
も
た
ち
の
意
見
は
、
放

課
後
支
援
、
医
療
体
制
、
学
校
設

備
の
改
善
、
通
学
路
の
防
犯
灯
設

置
な
ど
に
反
映
し
て
い
る
。
今
年

度
中
に
子
ど
も
た
ち
へ
伝
え
る
機

会
を
設
け
る
。

Ｑ　
児
童
生
徒
数
の
減
少
を
踏
ま

え
、
今
後
の
学
校
や
教
育
の
あ
り

方
を
ど
う
考
え
る
の
か
。

Ａ
　
小
規
模
校
の
良
さ
も
念
頭
に

置
き
つ
つ
、
義
務
教
育
学
校
や
小

中
一
貫
校
、
近
隣
連
携
な
ど
も
含

め
、
選
択
肢
を
排
除
せ
ず
検
討
を

進
め
る
。
行
政
主
導
で
は
な
く
、

保
護
者
や
住
民
、
教
育
関
係
者
が

参
画
し
、
町
全
体
で
子
ど
も
の
育

ち
と
学
び
を
支
え
る
あ
り
方
を
実

現
し
た
い
。

上松中学校人権講演会上松中学校人権講演会

広
報
あ
げ
ま
つ

議
会
だ
よ
り
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（
本
文
は
問
答
も
含
め
質
問
者
の
執
筆
に
よ
る
も
の
で
す
。）

一
　
般
　
質
　
問

熊の人身被害対策は今後どのように進めるか
答 重要な課題として取り組む
山村博喜　議員

Ｑ　
全
国
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
推

定
個
体
数
は
中
央
値
で
四
万
二
千

頭
に
達
す
る
と
し
て
い
る
。

　
研
究
者
・
学
者
は
現
場
を
見
て

い
な
い
。
山
に
は
エ
サ
が
な
い
と

い
う
が
、
現
実
は
農
林
業
の
衰
退

で
、
里
山
の
耕
作
放
棄
地
が
雑
木

林
と
な
り
、
人
工
林
も
手
入
れ
さ

れ
ず
、
広
葉
樹
が
繁
っ
た
こ
と
で

エ
サ
が
豊
富
に
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

　
実
際
、
上
松
町
で
も
近
年
で
は

ど
ん
ぐ
り
な
ど
の
実
が
不
作
の
年

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
エ
サ
が
豊

富
に
な
れ
ば
、
栄
養
が
よ
く
な
り

出
産
率
は
上
が
り
死
亡
率
が
下
が

る
。
熊
は
確
実
に
増
え
て
い
る
。

熊
が
増
え
れ
ば
当
然
縄
張
り
争
い

が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
縄
張
り
を

避
け
る
た
め
に
熊
は
ど
う
な
っ
た

か
と
い
う
と

■
人
里
に
は
農
作
物
と
い
う
美
味

し
い
エ
サ
が
あ
る
。
■
人
里
は
暮

ら
し
や
す
い
新
天
地
だ
と
熊
は

気
付
い
た
。
■
動
物
と
の
共
生

は
「
共
に
仲
良
く
生
き
る
」
こ
と

で
は
な
く
、
個
体
数
を
調
整
し
て
、

山
の
中
の
縄
張
り
の
な
か
で
生
息

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
は
な

い
か
。

　
以
上
を
念
頭
に
ハ
ン
タ
ー
の
高

齢
化
・
担
い
手
不
足
・
出
動
費
等

解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
山
積
し
て
い
る
が
、
町
長
の
考

え
を
伺
う
。

Ａ
　
先
般
、
県
へ
の
要
望
を
、
郡

内
全
町
村
長
で
行
っ
た
。
錯
誤
の

基
準
緩
和
や
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

見
直
し
・
緊
急
銃
猟
に
関
し
て
の

対
応
・
人
材
の
確
保
・
連
携
体
制

整
備
・
猟
友
会
の
広
域
連
携
の
推

進
・
装
備
の
更
新
・
出
動
報
酬
に

対
す
る
支
援
の
拡
充
・
ガ
バ
メ
ン

ト
ハ
ン
タ
ー
の
人
材
育
成
の
推
進

と
い
っ
た
こ
と
を
県
に
要
望
し
た
。

　

そ
の
後
の
県
の
動
き
と
し
て
、

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
対
策
の
抜
本
強
化

を
図
る
と
い
う
こ
と
で
、
駆
除
に

対
す
る
基
準
緩
和
、
ハ
ー
ド
・
ソ

フ
ト
合
わ
せ
て
七
千
二
百
万
円
ほ

ど
の
予
算
を
計
上
し
た
。
単
独
町

村
だ
け
で
は
こ
れ
か
ら
も
対
応
し

き
れ
な
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
の

は
目
に
見
え
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

県
や
近
隣
町
村
と
連
携
を
図
っ
て

効
果
的
な
対
策
を
検
討
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

　

熊
対
策
は
町
と
し
て
重
要
な
課

題
と
し
て
今
後
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
。
具
体
的
な
も
の
に
つ
い
て

は
今
後
内
部
で
し
っ
か
り
協
議
し

な
が
ら
、
報
告
で
き
る
も
の
は
、

報
告
し
て
進
め
て
い
く
。

Ｑ　
行
政
懇
談
会
で
出
た
生
き
づ

ら
さ
・
困
り
ご
と
の
施
策
を
伺
う
。

Ａ
　
地
区
役
職
は
大
変
、
残
り
の

人
生
自
分
の
為
に
過
ご
せ
る
環
境

整
備
が
で
き
な
い
か
の
意
見
に
対

し
役
員
見
直
し
等
を
進
め
て
い
る
。

Ｑ　
き
そ
バ
ス
路
線
や
時
刻
の
大

幅
見
直
し
で
町
が
重
く
受
け
止
め

る
困
り
ご
と
の
対
応
策
は
何
か
。

Ａ
　
要
望
は
協
議
会
に
上
げ
て
当

会
で
検
討
し
て
い
く
。
デ
マ
ン
ド

タ
ク
シ
ー
の
課
題
は
町
の
方
で
も

対
応
策
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

Ｑ　
分
娩
費
用
全
額
負
担
は
難
し

い
と
の
町
答
弁
。
県
施
策
は
検
診

の
タ
ク
シ
ー
利
用
対
象
外
、
宿
泊

飲
食
は
朝
食
の
み
対
象
で
妊
婦
移

動
時
の
事
故
等
の
責
任
と
補
償
は

検
討
に
至
っ
て
い
な
い
と
の
こ
と
。

Ａ
　
タ
ク
シ
ー
利
用
は
協
議
中
。

Ｑ　
意
見
交
換
会
で
南
木
曽
と
木

曽
町
交
通
事
故
に
よ
る
国
道
の
長

時
間
全
面
通
行
止
め
を
例
に
妊
婦

移
動
中
の
対
応
を
質
問
し
た
。
救

急
車
を
呼
べ
ば
問
題
な
い
と
の
回

答
に
対
し
「
事
故
車
移
動
の
困
難

さ
、
救
急
隊
員
分
娩
体
制
、
救
急

隊
員
離
職
の
心
配
、
男
性
隊
員
介

助
は
辛
い
、
相
当
な
時
間
と
経
験

を
積
ま
な
い
と
助
産
行
為
は
難
し

い
」
の
意
見
に
加
え
木
曽
広
域
消

防
は
「
妊
婦
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
搬

送
は
不
可
、
隊
員
確
保
に
苦
労

し
て
い
る
」
な
ど
対
応
策
が
出
な

か
っ
た
。
以
上
に
鑑
み
妊
婦
と
関

係
者
が
妊
婦
保
険
と
各
種
保
険
に

加
入
し
県
が
保
険
加
入
手
続
き
と

保
険
料
負
担
す
る
こ
と
を
提
案
す

る
。

Ａ
　
妊
婦
保
険
の
加
入
に
つ
い
て

は
県
と
木
曽
広
域
に
伝
え
る
。

Ｑ　
約
五
億
円
の
関
電
社
宅
賃
貸

大
規
模
事
業
決
定
は
議
会
審
議
を

尽
く
し
住
民
説
明
を
経
た
政
策
プ

ロ
セ
ス
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
全

戸
を
町
民
用
関
電
用
企
業
用
で
各

八
戸
割
当
て
な
ら
共
用
費
一
億
円

弱
は
町
以
外
が
負
担
す
べ
き
。

Ａ
　
企
業
負
担
の
考
え
は
な
い
。

Ｑ　
決
定
前
に
パ※

ブ
コ
メ
、
行
政

懇
談
会
説
明
、
広
報
は
行
っ
た
か
。

Ａ
　
い
ず
れ
も
行
っ
て
い
な
い
。

Ｑ　
入
居
者
低
迷
で
採
算
割
れ
の

時
は
賃
貸
契
約
を
解
除
で
き
る
か
。

Ａ
　
契
約
打
切
り
は
で
き
な
い
。

住民の生きづらさや困りごとに善処されたい
答 地区役員の見直しや生活交通の改善を図る
森　茂雄　議員 　　※　パブコメ：パブリックコメント（意見公募）の略であり政策や計画等を

　　　　作る前にその内容を公表し広く意見を募り政策等に反映させること。

自治体法務の諸原則と重要な原則自治体法務の諸原則と重要な原則

信義誠実の
原則

相手方の信頼を裏切らないように誠実に行
わなければならないという原則

権限濫用の
禁止の原則

社会常識や公序良俗に反し他者に不当な損
害を与える権利行使を許さないとする原則

市民参加の
原則

議会制のみではなく、行政運営の各段階で
主権者である町民の意思をできる限り取り
入れるべきであるとする原則

説明責任の
原則

行政が様々な行政活動の局面において主権
者である町民に対して納得のいく説明をす
べきであるとする原則

透明性の
原則

行政上の意思決定について、その内容・過
程が町民にとって明らかであるようにすべ
きであるとする原則（積極的に公表すべき）

効率性の
原則

事務の処理は最少の経費で最大の効果を上
げるようにしなければならないとする原則

広
報
あ
げ
ま
つ

議
会
だ
よ
り



15 あげまつ議会だより　第 193号

１１月臨時会　条例の制定及び改正等の議決結果
令和７年１１月２６日
報　 告 専決処分した事件の報告について（損害賠償の額の決定について）　２件 ー

条　 例

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 可　決

特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例
について 可　決

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につ
いて

可　決

上松町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について 可　決

上松町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条
例について

可　決

補正予算

令和７年度上松町一般会計補正予算（第３号） 可　決

令和７年度上松町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 可　決

令和７年度上松町水道事業会計補正予算（第３号） 可　決

令和７年度上松町下水道事業会計補正予算（第１号） 可　決

総合戦略は単年度ごとＰＤＣＡで振り返るべき
答 毎年度のチェックを進めていきたい
小林信彦　議員

Ｑ　
上
松
町
と
し
て
町
の
総
合
戦

略
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
を
対
応
・
実
施
し
て
き
た
か
。

Ａ
　
予
算
編
成
を
計
画
（
Ｐ
ｌ
ａ

ｎ
）、
事
業
執
行
を
実
行
（
Ｄ
ｏ
）、

決
算
の
際
に
成
果
説
明
書
で
評
価

（
Ｃ
ｈ
ｅ
ｃ
ｋ
）、
そ
の
評
価
を
踏

ま
え
て
実
施
計
画
を
策
定
し
、
次

年
度
の
予
算
策
定
に
反
映
（
Ａ
ｃ

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
と
し
て
い
る
。

Ｑ　
九
月
の
全
員
協
議
会
で
は
第

二
期
総
合
戦
略
の
評
価
に
つ
い

て
「
Ｋ
Ｐ
Ｉ
の
評
価
は
毎
年
度
や

ら
な
い
の
か
」
と
い
う
議
論
が
あ

り
、
そ
の
際
は
Ｋ
Ｐ
Ｉ
は
五
年
間

の
計
画
の
最
後
に
行
い
、
毎
年
度

の
評
価
は
成
果
説
明
書
で
行
う
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
成
果
説
明
書

は
議
会
の
場
で
も
「
Ｈ
Ｐ
等
で
公

開
し
て
は
ど
う
か
」
と
い
う
話
が

出
る
ほ
ど
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
や
り
方
で
は

総
合
戦
略
目
標
と
の
紐
付
き
が
弱

く
正
確
に
評
価
で
き
な
い
。
ダ
イ

エ
ッ
ト
で
例
え
る
と
、
一
年
後
に

十
キ
ロ
減
量
し
た
い
と
い
う
目
標

に
対
し
て
、
ラ
ン
ニ
ン
グ
、
筋
ト

レ
、
食
事
管
理
と
い
っ
た
取
り
組

み
は
し
て
記
録
す
る
が
、
一
年
間

一
度
も
体
重
計
に
乗
ら
な
い
様
な

も
の
。
こ
れ
で
は
、
目
標
通
り
体

重
が
落
ち
て
い
な
か
っ
た
場
合
に

修
正
が
で
き
な
い
。
定
期
的
に
体

重
を
計
っ
て
い
れ
ば
、
途
中
で
ラ

ン
ニ
ン
グ
の
距
離
や
筋
ト
レ
の
量

を
増
や
し
た
り
、
食
事
を
見
直
し

た
り
と
い
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
の
修
正

が
で
き
る
。
町
の
事
業
で
も
同
様

に
Ｋ
Ｐ
Ｉ
を
計
画
五
年
が
終
わ
っ

た
際
に
の
み
確
認
す
る
の
で
は
な

く
、
毎
年
度
目
標
に
対
す
る
進
捗

確
認
を
す
べ
き
。
来
年
度
か
ら
始

ま
る
第
三
期
総
合
戦
略
で
は
、
成

果
説
明
書
と
総
合
戦
略
の
紐
付
け

を
よ
り
細
か
く
し
、
総
合
戦
略
の

Ｋ
Ｐ
Ｉ
や
施
策
目
標
に
つ
い
て
も

毎
年
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

Ａ
　
成
果
説
明
書
は
公
表
す
る
よ

う
に
前
向
き
に
検
討
す
る
。
総
合

戦
略
に
関
し
て
も
、
言
わ
れ
た
よ

う
な
チ
ェ
ッ
ク
に
つ
い
て
進
め
て

い
き
た
い
。

Ｑ　
新
し
い
総
合
戦
略
は
町
と
し

て
力
を
入
れ
た
い
領
域
に
国
の
交

付
金
や
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
な

ど
財
源
確
保
の
制
度
を
活
用
で
き

る
よ
う
な
内
容
と
す
べ
き
。

Ａ
　
今
後
予
定
し
て
い
る
事
業
を

各
課
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
す
る
。
上
松

町
は
各
種
交
付
金
の
活
用
が
多
い

と
は
い
え
な
い
状
況
。
交
付
金
の

活
用
を
進
め
る
た
め
申
請
の
た
め

の
統
一
シ
ー
ト
の
作
成
や
職
員
育

成
に
も
着
手
す
る
。

（
本
文
は
問
答
も
含
め
質
問
者
の
執
筆
に
よ
る
も
の
で
す
。）

一
　
般
　
質
　
問

広
報
あ
げ
ま
つ

議
会
だ
よ
り
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令和７年度　一般・特別・公営事業会計補正予算
一般会計（第４号）	 補正額	 △２，７３５万円	 総額	 ４３億２，４１３万円	
主な歳入	 	
　　繰入金	 財政調整基金繰入金	 １，９９０万円
　　諸収入	 プレミアム商品券繰入金取りやめ	 △４，５９９万円
　　町債	 寝覚観光拠点整備事業債	 △１，５７０万円
	 下河原町民運動場芝公園トイレ解体及び新築工事	 １，３９０万円
主な歳出	 	
　　商工費	 寝覚の床観光拠点整備工事	 △１，２３３万円
　　土木費	 道路施設修繕事業（町道吉野線改良工事他）	 ４５０万円
	 栄町ハイツ給湯器他設備修繕費	 １２０万円
　　教育費	 上松小学校スキー教室他バス借上料	 １７８万円
	 下河原運動場トイレ解体及び新築工事
	 　（資材費高騰及び工種見直しによる）	 １，３８０万円
	 学校給食費等補助（児童生徒副食費補助不足による）	 ３４６万円
	 	
国民健康保険特別会計（第４号）	 補正額	 △２８６万円	 総額	 ４億３，４０８万円

後期高齢者医療特別会計（第１号）	 補正額	 △２０万円	 総額	 ８，７６８万円

奨学金特別会計補正予算（第１号）	 補正額	 △１７３万円	 総額	 ３１３万円

水道事業会計（第４号）	 	
	 収益的収入	 補正額  	 ８０１万円	 総額	 ２億４，１９１万円	
	 収益的支出	 補正額	 ７９９万円	 総額	 ２億４，１８９万円	
	 資本的収入	 補正額	 △１，０４１万円	 総額	 ４，２４２万円	
	 資本的支出	 補正額	 △５４１万円	 総額	 ８，９９３万円	
	 	
下水道事業会計（第２号）	 	
	 収益的収入	 補正額	 ４８７万円	 総額	 １億８，１１６万円	
	 収益的支出	 補正額 	 ４８９万円	 総額	 １億８，０８６万円	
	 資本的支出	 補正額	 ２５６万円	 総額	 １億３，４３８万円	

一
般
会
計

鈴
木
議
員　
障
害
者
自
立
支
援
事
業
で
生

活
介
護
事
業
の
休
止
に
よ
り
、
昼
間
一
時

支
援
事
業
へ
切
り
替
え
た
と
の
こ
と
だ
が
、

そ
の
内
容
と
事
業
所
名
を
伺
う
。

Ａ
　
木
曽
町
で
実
施
し
て
い
る「
ひ
の
き

ち
ゃ
ん
ハ
ウ
ス
」が
、令
和
六
年
四
月
か
ら

生
活
介
護
事
業
を
休
止
し
た
た
め
、
同
事

業
所
日
中
一
時
支
援
事
業
に
切
り
替
え
。

水
澤
議
員　
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
の
使
用

期
限
が
来
年
一
月
中
旬
と
短
く
、町
民
か

ら
期
限
の
短
さ
を
理
由
に
買
い
控
え
た
と

の
声
も
あ
る
。そ
の
経
緯
と
考
え
方
を
伺

う
。

Ａ
　
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
は
、
国
の
物
価

高
騰
対
策
重
点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付

金
の
活
用
事
業
。
精
算
期
限
に
定
め
が
あ

り
使
用
期
限
が
短
く
な
っ
た
。
不
便
を
か

け
た
面
は
あ
る
が
完
売
す
る
見
込
み
。

山
本
議
員　
今
回
の
補
正
予
算
に
は
国
で

検
討
さ
れ
て
い
る
「
お
こ
め
券
」
は
組
み

込
ま
れ
な
い
か
。

Ａ
　
国
会
で
予
算
成
立
後
、
内
容
と
金
額

が
明
ら
か
に
な
り
次
第
、
町
と
し
て
の
対

応
を
検
討
す
る
。

茂
澄
議
員　
赤
沢
森
林
鉄
道
機
関
車
Ｆ
Ｔ

０
２
の
故
障
に
伴
う
修
理
費
用
、
機
械
の

傷
み
具
合
等
勘
案
し
て
、
百
万
円
の
増
額

で
対
応
で
き
る
の
か
。　

主

な

質

疑

応

答

広
報
あ
げ
ま
つ

議
会
だ
よ
り
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Ａ
　
Ｆ
Ｔ
０
２
は
部
品
が
古
く
、
同
一
部

品
の
調
達
は
不
可
能
な
た
め
、
代
替
と
な

る
部
品
を
用
い
て
運
行
継
続
を
図
る
予
定
。

村
上
議
員　
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種

自
己
負
担
額
が
以
前
よ
り
上
が
り
、
一
万

五
千
円
程
度
と
聞
い
て
い
る
。
特
に
高
齢

者
に
と
っ
て
負
担
が
重
く
、
町
と
し
て
補

助
の
拡
充
は
で
き
な
い
の
か
。

Ａ
　
町
で
は
接
種
一
回
あ
た
り
五
千
円
の

補
助
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
に
つ
い
て
は

県
内
の
状
況
を
見
な
が
ら
検
討
す
る
。

森
議
員　
町
営
住
宅
に
設
置
さ
れ
て
い
る

給
湯
器
な
ど
の
備
品
に
つ
い
て
、
点
検
や

修
理
、
取
替
え
は
全
額
町
負
担
で
行
っ
て

い
る
の
か
。

Ａ
　
町
が
設
置
し
た
給
湯
器
な
ど
の
備
品

に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
町
が
行
っ
て
い

る
。
一
方
、
入
居
者
が
個
別
に
設
置
し
た

エ
ア
コ
ン
な
ど
は
入
居
者
負
担
と
な
る
。

水
澤
議
員　
ス
キ
ー
教
室
他
バ
ス
借
上
料

の
増
額
は
学
校
行
事
の
経
費
値
上
が
り
に

よ
る
も
の
か
。
ま
た
、
来
年
度
以
降
の
状

況
を
伺
う
。

Ａ
　
バ
ス
借
上
料
に
つ
い
て
は
、
例
年

十
二
月
補
正
で
対
応
し
て
い
る
。
小
中
学

校
か
ら
は
、
旅
行
積
立
金
だ
け
で
は
バ
ス

代
の
確
保
が
厳
し
い
と
の
声
が
あ
り
、
不

足
分
の
一
部
を
町
で
補
助
し
て
い
る
。
来

年
度
以
降
も
バ
ス
代
の
上
昇
が
見
込
ま
れ

る
た
め
、
今
後
の
対
応
が
必
要
と
考
え
て

い
る
。

条例制定及び改正等の議決結果
１２月定例会

条　 例

上松町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につ
いて 可　決

上松町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について 可　決

上松町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例について 可　決

上松町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例について 可　決

上松町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例について 可　決

上松町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例につ
いて 可　決

上松町議会議員及び上松町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
の一部を改正する条例について 可　決

木曽広域連合規約の変更について 可　決

補正予算

令和７年度上松町一般会計補正予算（第４号） 可　決

令和７年度上松町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 可　決

令和７年度上松町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 可　決

令和７年度上松町奨学金特別会計補正予算（第１号） 可　決

令和７年度上松町水道事業会計補正予算（第４号） 可　決

令和７年度上松町下水道事業会計補正予算（第２号） 可　決

陳 情

診療報酬・介護報酬及び障害福祉サービス等報酬１０％以上の引き上げを求め
る陳情書 採 択

私立高等学校に対する公費助成をお願いする陳情書 採 択

発 議
診療報酬・介護報酬及び障害福祉サービス等報酬１０％以上の引き上げを求め
る意見書（案） 可　決

広
報
あ
げ
ま
つ

議
会
だ
よ
り
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①
上
松
町
乳
児
等
通
園
支
援
事

業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

【
改
正
理
由
】

　

当
町
に
は
該
当
す
る
施
設
は

な
い
が
、
す
べ
て
の
子
育
て
家

庭
の
保
育
所
等
に
通
っ
て
い
な

い
生
後
六
ヶ
月
か
ら
三
歳
未
満

ま
で
の
乳
幼
児
を
対
象
に
、
子

ど
も
の
育
ち
を
応
援
す
る
事
を

目
的
と
し
て
新
た
に
条
例
を
整

備
す
る
も
の

②
上
松
町
子
ど
も
・
子
育
て
会

議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

【
改
正
理
由
】

　

内
閣
府
に
設
置
さ
れ
て
い
た

子
ど
も
子
育
て
会
議
が
、
子
ど

も
家
庭
庁
に
設
置
さ
れ
て
い
る

子
ど
も
家
庭
審
議
会
に
そ
の
機

能
が
移
管
さ
れ
た
た
め
条
例
の

改
正
を
行
う
も
の

③
上
松
町
家
庭
的
保
育
事
業
等

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
改
正
理
由
】

　

当
町
に
該
当
す
る
施
設
は
な

い
が
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
を

設
置
す
る
と
き
の
設
備
及
び
職

員
の
兼
務
、
虐
待
対
応
の
強
化

に
つ
い
て
条
例
整
備
を
し
て
い

く
も
の

④
上
松
町
特
定
教
育
・
保
育
施

設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事

業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

【
改
正
理
由
】

　

当
町
に
該
当
す
る
施
設
は
な

い
が
、
職
員
等
に
よ
る
虐
待
に

関
す
る
通
報
義
務
等
が
保
育
所

や
子
ど
も
の
居
場
所
に
つ
い
て

も
新
た
に
適
用
さ
れ
た
た
め
条

例
整
備
を
し
て
い
く
も
の

⑤
上
松
町
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

【
改
正
理
由
】

　

児
童
福
祉
法
の
基
準
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
虐
待
対
応
の
強

化
に
つ
い
て
改
め
る
も
の

⑥
上
松
町
長
等
の
損
害
賠
償
責

任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

【
改
正
理
由
】

　

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
と
の
条
ず

れ
対
応
の
一
部
を
改
正
す
る
も

の⑦
上
松
町
議
会
議
員
及
び
上
松

町
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙

運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

【
改
正
理
由
】

　

令
和
七
年
六
月
に
国
会
議
員

の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準

に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
た

た
め

⑧
木
曽
広
域
連
合
規
約
の
変
更

に
つ
い
て

【
改
正
理
由
】

　

木
曽
広
域
連
合
は
今
後
更
に

複
雑
化
、
広
域
化
す
る
地
域
課

題
に
対
し
、
機
能
強
化
業
務
の

効
率
化
や
地
域
資
源
の
活
用
促

進
及
び
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

を
目
指
す
た
め
、
長
野
県
を
木

曽
広
域
連
合
の
構
成
団
体
と
し

て
追
加
す
る
規
約
の
改
正
を
行

う
も
の

条
例
の
制
定
及
び

改

廃

等

の

説

明

【
出
産
支
援
事
業
の
対
象
者
】

①　
自
宅（
又
は
里
帰
り
先
）か
ら

最
寄
り
の
分
娩
取
扱
施
設
、

ま
た
は
妊
婦
健
診
の
実
施
が

可
能
な
施
設
ま
で
、
お
お
む

ね
三
十
分
以
上
の
移
動
時
間

を
要
す
る
妊
婦
。

②　

医
学
上
の
理
由
に
よ
り
、
周

産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
で

出
産
す
る
必
要
が
あ
る
妊
婦
。

③　

①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
妊
婦
の
同
伴
者
（
関
係
証

明
書
を
提
出
し
た
者
）
※
こ

の
場
合
は
宿
泊
費
の
一
部
に

限
る
。

④　

上
松
町
で
里
帰
り
出
産
を
さ

れ
る
方
で
、
住
所
地
で
出
産

支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
妊
婦
。

全

員

協

議

会

周
産
期
医
療
の
現
状
に
つ
い
て

《妊婦健診時の交通費の支援》
区 分 援 助 内 容

公共交通機関 鉄道、バスなどの利用については、町の旅費規程に
準じた額（実費額上限）

自 家 用 車 １㎞につき３０円

タ ク シ ー 妊娠後期３２週以降の健診で概ね６０分以上
実費額８割（案）

助成の回数 分娩取扱施設を受診した日数分の往復分
《出産時の交通費、宿泊費等の支援》

区 分 支 援 内 容 補 助 額

交
通
費

公共交通機関 電車、バス等町旅費規程の
算出額（往復） 実費上限

自 家 用 車 １㎞につき３０円（往復）
タ ク シ ー 実費額（往復）

宿
泊
費

協定ホテル
妊婦にはクーポン券を発行
同泊者は証明書発行（償還
払い）
町を通じて３か月前に予約

１人１１，０００円
１４泊を上限
※ホテル宿泊税
２００円は自己負担協定ホテル

以 外
妊婦及び同泊者1名分（償
還払い）

【助成内容】

広
報
あ
げ
ま
つ

議
会
だ
よ
り
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質
疑
応
答

森
議
員　
宿
泊
予
約
を
三
ヶ
月
前

に
す
る
の
は
厳
し
い
と
思
う
が
、

三
ヶ
月
を
切
っ
た
ら
不
可
な
の
か
。

ま
た
対
象
は
何
名
か
。

Ａ
　
ホ
テ
ル
側
の
関
係
も
あ
り
原

則
三
ヶ
月
前
と
な
る
が
、
必
要
が

あ
れ
ば
変
更
し
て
い
く
。
近
年
の

出
産
数
は
年
間
十
名
程
度
。
宿
泊

支
援
は
二
、三
名
を
想
定
。

小
林
議
員　
タ
ク
シ
ー
料
金
補
助

の
「
概
ね
六
十
分
以
上
」
で
は
、

最
も
分
娩
先
と
し
て
利
用
が
想
定

さ
れ
る
伊
那
中
央
病
院
は
対
象
外

と
な
る
懸
念
は
な
い
か
。

Ａ
　
タ
ク
シ
ー
代
の
補
助
は
金
額

が
大
き
く
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
た
め
、
六
十
分
と
い
う
基
準
を

置
い
て
い
る
が
、
ま
だ
決
定
で
は

な
い
。
柔
軟
に
考
え
て
い
き
た
い
。

小
林
議
員　
金
額
が
大
き
く
な
る

と
い
う
こ
と
は
、
出
産
す
る
妊
婦

さ
ん
の
負
担
が
大
き
く
な
る
と
い

う
こ
と
。
利
用
者
が
多
い
病
院
も

対
象
と
な
る
よ
う
補
助
条
件
を
検

討
い
た
だ
き
た
い
。

Ａ
　
一
定
の
余
裕
を
持
た
せ
る
よ

う
に
検
討
し
た
い
。

　

組
合
施
設
は
現
状
十
施
設
あ
る

が
、
施
設
再
編
に
よ
り
令
和
九
年

度
に
二
施
設
を
廃
止
。
木
曽
郡
で

は
木
曽
町
の
「
な
ん
て
ん
の
里
」

が
廃
止
と
な
る
。
運
営
形
態
の
検

討
と
し
て
、
現
状
は
構
成
市
町
村

の
「
均
等
割
三
割
・
人
口
割
七
割
」

か
ら
「
入
所
者
割
」
で
負
担
す
る

方
向
で
合
意
。

質
疑
応
答

山
村
議
員　
財
政
規
模
の
小
さ
い

自
治
体
と
し
て
は
入
所
者
割
に
よ

る
負
担
増
は
到
底
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
面
も
あ
る
。
協
議
会
で
し
っ

か
り
練
っ
て
ほ
し
い
。

Ａ
　
担
当
者
会
議
で
練
っ
て
、
最

終
的
に
理
事
者
会
で
同
意
を
得
た

も
の
。
い
た
だ
い
た
意
見
は
理
事

者
会
に
も
伝
え
た
い
。

鈴
木
議
員　
な
ん
て
ん
の
里
は
完

全
に
廃
止
か
。

Ａ
　
組
合
と
し
て
の
廃
止
は
決
定

し
て
い
る
が
、
民
間
事
業
者
へ
の

移
管
も
含
め
て
、
で
き
る
だ
け
施

設
の
活
用
を
図
り
た
い
意
向
。

松塩筑木曽老人福祉施設組合議会報告
令和 7 年 1 １月定例会　１１月 2 ５日
●議案

決　 算
令和６年度松塩筑木曽老人福祉施設組合一般会計歳入歳出決算認定について
　　歳入　４３億８，０２１万円　歳出　４２億４，２５５万円 認　定

条　 例

松塩筑木曽老人福祉施設組合一般職の職員の給与に関する条例に一部を改正す
る条例 可　決

松塩筑木曽老人福祉施設組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例に一部
を改正する条例 可　決

同　 意
監査委員の選任について　　岡本　忠久氏（塩尻市） 同　意
公平委員会委員の選任について　　牛山　雅恵氏（塩尻市） 同　意

補正予算
令和７年度松塩筑木曽老人福祉施設組合一般会計補正予算（第１号）
　　補正額　１億８，７００万円　　補正後の総額　４５億８，７００万円 可　決

報　 告 管理者の専決処分事項の指定に係る報告　介護事故に係る専決処分２件 ━

●議員全員協議会		
　1. 報告事項	
	 (1) 組合施設の再編の決定について ( 令和 9年度から四賀福寿荘となんてんの里を廃止する )
	 (2) 組合施設の民間活用に係るアンケート調査結果について
	 (3) 組合施設の移管・移譲に係る民間事業者ヒアリングについて
	 (4) 組合施設の運営形態変更に伴う組合職員アンケート結果について
	 (5) 投資・財政計画 ( 収支計画 ) の更新について
	 (6) 令和７年度組合職員の給与制度の改正について
	 (7) 食費の見直し及び電気料金の徴収について
	 (8) 組合規約の負担金に係る規定の改正の検討について
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編

集

後

記

　
明
け
ま
し
て

　
　
　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

☆
「
今
年
の
漢
字
」。
令
和
七
年
は
「
熊
」

で
し
た
。
僅
差
の
二
位
は
「
米
」。
一
昨

年
ま
で
の
経
緯
は
←
金
←
税
←
戦
←
金
←

密
←
令
←
災
。

　

さ
て
今
回
の
議
会
は
、
十
一
月
の
臨
時

議
会
に
て
人
事
院
勧
告
に
よ
る
条
例
の
改

正
及
び
予
算
補
正
が
、
ま
た
、
十
二
月
定

例
議
会
に
て
木
曽
広
域
連
合
構
成
団
体
に

長
野
県
が
追
加
さ
れ
、
児
童
の
安
全
確
保

と
虐
待
防
止
の
た
め
の
条
例
改
正
と
、
下

河
原
運
動
場
芝
公
園
ト
イ
レ
改
修
事
業
、

学
校
給
食
費
等
補
助
金
増
額
、
町
営
住
宅

改
修
事
業
の
増
額
等
の
予
算
が
補
正
さ
れ

ま
し
た
。

　

令
和
八
年
、
二
〇
二
六
年
の
「
漢
字
」

が
「
和
」「
幸
」「
豊
」
に
な
り
ま
す
よ
う

お
祈
り
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
上
松
町

が
そ
う
な
り
ま
す
よ
う
、
議
会
も
努
力
し

て
ま
い
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
茂
澄
統
一
〉

過
去
の
議
会
だ
よ
り
も

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら

ご
覧
頂
け
ま
す
。

委
員
会
や
個
人
活
動
以
外
の
件

十
月

六
日木

曽
南
部
土
砂
防
災
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
議
員
連
盟
総
会

十
一
月

一
日　
　

上
松
町
功
労
者
表
彰
式　

五
日
～
六
日

豊
明
市
・
上
松
町
友
好
自
治
体

議
会
議
員
合
同
研
修
会
（
上
松

町
）

九
日

　

上
松
町
消
防
記
念
日
行
事

二
十
日
～
二
十
一
日

那
智
勝
浦
町
・
上
松
町
友
好
都

市
議
会
議
員
合
同
研
修
会
（
那

智
勝
浦
町
）

二
十
六
日　
上
松
町
議
会
臨
時
会

二
十
八
日

木
曽
広
域
連
合
議
会
定
例
会

十
二
月

九
日　
　
　

上
松
町
議
会
定
例
会

十
二
日　
　

上
松
町
議
会
定
例
会

　
　
　
　
　

全
員
協
議
会

二
十
七
日　
年
末
夜
警
激
励
会

那
智
勝
浦
町
友
好
都
市
議
会
議
員

合
同
研
修
　（
於
：
那
智
勝
浦
町
）

　

十
一
月
二
十
日
か
ら
二
十
一
日

に
か
け
て
、
友
好
都
市
那
智
勝
浦

町
に
合
同
研
修
と
し
て
八
年
ぶ
り

に
視
察
・
交
流
会
を
行
い
ま
し
た
。

那
智
勝
浦
町
議
員
の
皆
様
に
は
昨

年
当
町
に
お
越
し
い
た
だ
い
て
い

る
の
で
、
自
己
紹
介
は
省
い
て
、

到
着
後
た
だ
ち
に
町
立
温
泉
病
院

を
視
察
。
全
国
か
ら
四
万
人
を
超

え
る
患
者
さ
ん
が
訪
れ
る
専
門
ス

タ
ッ
フ
に
よ
る
質
の
高
い
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
療
の
説
明
を
受

け
、
地
域
医
療
に
つ
い
て
熱
心
な

意
見
交
換
が
で
き
ま
し
た
。
平
成

二
十
三
年
の
紀
伊
半
島
大
水
害
を

受
け
、
災
害
に
強
い
高
台
に
ヘ
リ

ポ
ー
ト
を
併
設
し
て
整
備
さ
れ
た

消
防
・
防
災
セ
ン
タ
ー
や
、
災
害

に
備
え
て
購
入
し
た
大
型
ト
イ
レ

カ
ー（
自
走
式
）を
視
察
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
那
智
勝
浦
町
訪
問
前
に
、

本
年
の
御
神
木
祭
の
お
礼
を
兼
ね

て
伊
勢
神
宮
（
内
宮
）
を
表
敬
訪

問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

議

員

活

動

議
会
活
動
報
告

消
防
防
災
セ
ン
タ
ー

消
防
防
災
セ
ン
タ
ー

那智勝浦町立温泉病院那智勝浦町立温泉病院
リハビリテーションセンターの説明会リハビリテーションセンターの説明会

議会だよりに対する町長からの申し入れについて
　村田町長より、令和 7年１０月２３日発行の「あげまつ議会だより」一般質問欄において、町側の答
弁内容およびその趣旨と異なると考えられる記載があるとして、対応を求める申し入れが、議会議長宛て
になされました。
　本件につきましては、議長より議会運営委員会および議会報編集特別委員会に付託され、現在、対応に
ついて協議を行っているところです。

災害に備えた大型トイレカー（自走式）災害に備えた大型トイレカー（自走式）
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